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白岡市手数料条例の一部を改正する条例 新旧対照表 

 

           新 

 

           旧 

別表（第２条関係）  

手数料を徴収

する事務  

手数料の金額  

（１）～（５２） 略   略 

（５３） 都市の低炭

素化の促進に

関する法律（

平成２４年法

律第８４号）

第５３条第１

項の規定に基

づく低炭素建

築物新築等計

画の認定の申

請（次号に規

定する審査を

除く。）  

次に掲げる額を合算した額  

ア 低炭素建築物新築等計画

が都市の低炭素化の促進に

関する法律第５４条第１項

各号に掲げる基準に適合し

ていることを示す書類（住

宅の品質確保の促進等に関

する法律第５条第１項の登

録住宅性能評価機関が作成

したもの、同法第６条第１

項の設計住宅性能評価書（

都市の低炭素化の促進に関

する法律第５４条第１項第

１号に基づく基準に適合し

た等級の評価を受けたもの

に限る。）の写し又は建築

物のエネルギー消費性能の

向上に関する法律（平成２

７年法律第５３号）第１５

条第１項の登録建築物エネ

ルギー消費性能判定機関が

作成したものに限る。）が

あるもの  

（ア） 一戸建ての住宅は、１

件につき ５，０００円  

（イ） 住宅用途を含む建築物

の住宅部分  

ａ 床面積の合計が３０

０平方メートル未満の

ものは、１件につき 

１１，０００円  

ｂ 床面積の合計が３０

別表（第２条関係）  

手数料を徴収

する事務  

手数料の金額  

（１）～（５２） 略   略 

（５３） 都市の低炭

素化の促進に

関する法律（

平成２４年法

律第８４号）

第５３条第１

項の規定に基

づく低炭素建

築物新築等計

画の認定の申

請（次号に規

定する審査を

除く。） 

次に掲げる額を合算した額  

ア 低炭素建築物新築等計画

が都市の低炭素化の促進に

関する法律第５４条第１項

各号に掲げる基準に適合し

ていることを示す書類（住

宅の品質確保の促進等に関

する法律第５条第１項の登

録住宅性能評価機関が作成

したもの、同法第６条第１

項の設計住宅性能評価書（

都市の低炭素化の促進に関

する法律第５４条第１項第

１号に基づく基準に適合し

た等級の評価を受けたもの

に限る。）の写し又は建築

物のエネルギー消費性能の

向上に関する法律（平成２

７年法律第５３号）第１５

条第１項の登録建築物エネ

ルギー消費性能判定機関が

作成したものに限る。第５

５号において同じ。）があ

るもの  

（ア） 一戸建ての住宅は、１

件につき ５，０００円  

（イ） 住宅用途を含む建築物

の住戸部分  

ａ 住戸が１戸のものは

、１件につき ５，０

００円  

ｂ 住戸が１戸を超え５
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０平方メートル以上５

００平方メートル以内

のものは、１件につき  

  ２３，０００円  

（ウ） 非住宅用途を含む建

築物の非住宅部分  

ａ 床面積の合計が３０

０平方メートル未満の

ものは、１件につき 

１１，０００円  

ｂ 床面積の合計が３０

０平方メートル以上５

００平方メートル以内

のものは、１件につき  

  １９，０００円  

イ ア以外の場合で、建築物

エネルギー消費性能基準等

を定める省令（平成２８年

経済産業省令・国土交通省

令第１号）第１０条第２号

イ（１）及びロ（１）に定める基準

に適合するもの  

（ア） 一戸建ての住宅  

ａ 床面積の合計が２０

０平方メートル未満の

ものは、１件につき 

４０，０００円  

ｂ 床面積の合計が２０

０平方メートル以上５

００平方メートル以内

のものは、１件につき  

 ４４，０００円  

（イ） 住宅用途を含む建築

物の住宅部分  

ａ 床面積の合計が３０

０平方メートル未満の

ものは、１件につき 

８０，０００円  

ｂ 床面積の合計が３０

０平方メートル以上５

戸以内のものは、１件

につき １０，０００

円 

ｃ 住戸が５戸を超え１

０戸以下のものは、１

件につき １８，００

０円 

（ウ） 住宅用途を含む建築物

（住戸部分を除く。）及

び非住宅建築物  

ａ 床面積の合計が３０

０平方メートル以内の

ものは、１件につき 

１０，０００円  

ｂ 床面積の合計が３０

０平方メートルを超え

５００平方メートル以

内のものは、１件につ

き １９，０００円  

イ ア以外の場合  

（ア） 一戸建ての住宅は、１

件につき ３８，０００

円 

（イ） 住宅用途を含む建築物

の住戸部分  

ａ 住戸が１戸のものは

、１件につき ３８，

０００円  

ｂ 住戸が１戸を超え５

戸以内のものは、１件

につき ６６，０００

円 

ｃ 住戸が５戸を超え１

０戸以下のものは、１

件につき ９６，００

０円 

（ウ） 共同住宅の共用部分  

ａ 床面積の合計が３０

０平方メートル以内の

ものは、１件につき 
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００平方メートル以内

のものは、１件につき  

  １３５，０００円  

ウ ア以外の場合で、建築物

エネルギー消費性能基準等

を定める省令第１０条第２

号イ（２）及びロ（２）に定める基

準に適合するもの  

（ア） 一戸建ての住宅  

ａ 床面積の合計が２０

０平方メートル未満の

ものは、１件につき 

２０，０００円  

ｂ 床面積の合計が２０

０平方メートル以上５

００平方メートル以内

のものは、１件につき  

 ２２，０００円  

（イ） 住宅用途を含む建築物

の住宅部分  

ａ 床面積の合計が３０

０平方メートル未満の

ものは、１件につき 

３８，０００円  

ｂ 床面積の合計が３０

０平方メートル以上５

００平方メートル以内

のものは、１件につき  

  ６６，０００円  

エ ア以外の場合で、建築物

エネルギー消費性能基準等

を定める省令第１０条第１

号イ（１）及びロ（１）に定める基

準に適合する非住宅用途を

含む建築物の非住宅部分  

（ア） 床面積の合計が３００

平方メートル未満のもの

は、１件につき ２６７

，０００円  

（イ） 床面積の合計が３００

１１１，０００円  

ｂ 床面積の合計が３０

０平方メートルを超え

５００平方メートル以

内のものは、１件につ

き １４５，０００円  

（エ） 住宅用途を含む建築物

の住宅用途以外の部分及

び非住宅建築物（（オ）に掲

げる場合を除く。）  

ａ 床面積の合計が３０

０ 平方メートル以内

のものは、１件につき  

 ２５０，０００円  

ｂ 床面積の合計が３０

０平方メートルを超え

５００平方メートル以

内のものは、１件につ

き ３１７，０００円  

（オ） 住宅用途を含む建築物

の住宅用途以外の部分及

び非住宅建築物（建物用

途ごとに建物形状や室用

途構成などを仮定したモ

デル建物に対して、認定

対象建築物に導入される

外皮及び設備の仕様を適

用し、当該モデル建物に

ついて計算する方法に限

る。）  

ａ 床面積の合計が３０

０平方メートル以内の

ものは、１件につき 

９１，０００円  

ｂ 床面積の合計が３０

０平方メートルを超え

５００平方メートル以

内のものは、１件につ

き １１８，０００円  
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平方メートル以上５００

平方メートル以内のもの

は、１件につき ３３４

，０００円  

オ ア以外の場合で、建築物

エネルギー消費性能基準等

を定める省令第１０条第１

号イ（２）及びロ（２）に定める基

準に適合する非住宅用途を

含む建築物の非住宅部分  

（ア） 床面積の合計が３００

平方メートル未満のもの

は、１件につき １０２

，０００円  

（イ） 床面積の合計が３００

平方メートル以上５００

平方メートル以内のもの

は、１件につき １３０

，０００円  

（５４） 略 略 

（５５） 都市の低炭

素化の促進に

関する法律第

５５条第１項

の規定に基づ

く低炭素建築

物新築等計画

の変更の認定

の申請（次号

に規定する審

査を除く。） 

１件につき 変更部分の区

分に応じ、第５３号に掲げる

額を合算して、当該手数料の

額に２分の１を乗じて得た額  

（５６） 略 略 

（５７） 建築物のエ

ネルギー消費

性能の向上に

関する法律第

１２条第１項

又は第１３条

第２項の規定

に基づく建築

ア 略  

イ 建築物エネルギー消費性

能基準等を定める省令第１

条第１項第１号イに定める

基準に適合するもの 

 

 

（ア）・（イ） 略 

  

（５４） 略 略 

（５５） 都市の低炭

素化の促進に

関する法律第

５５条第１項

の規定に基づ

く低炭素建築

物新築等計画

の変更の認定

の申請（次号

に規定する審

査を除く。） 

１件につき 変更部分の区

分に応じ、第５３号ア（ア）、（イ）

及び（ウ）並びにイ（ア）、（イ）、（ウ）、

（エ）及び（オ）に掲げる額を合算し

て、当該手数料の額に２分の

１を乗じて得た額  

（５６） 略  略 

（５７） 建築物のエ

ネルギー消費

性能の向上に

関する法律第

１２条第１項

又は第１３条

第２項の規定

に基づく建築

ア 略  

イ 建築物エネルギー消費性

能基準等を定める省令（平

成２８年経済産業省令・国

土交通省令第１号）第１条

第１項第１号イに定める基

準に適合するもの 

（ア）・（イ） 略 
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物エネルギー

消費性能適合

性判定の申請 

ウ 略  

（５８） 略 略 

（５９） 建築物のエ

ネルギー消費

性能の向上に

関する法律第

３４条第１項

の規定に基づ

く建築物エネ

ルギー消費性

能向上計画の

認定の申請（

次号に規定す

る審査を除く

。） 

次に掲げる額を合算した額  

ア 略  

イ ア以外の場合で、建築物

エネルギー消費性能基準等

を定める省令第１０条第２

号イ（１）及びロ（１）に定める基

準に適合するもの  

（ア）・（イ） 略  

ウ ア以外の場合で、建築物

エネルギー消費性能基準等

を定める省令第１０条第２

号イ（２）及びロ（２）に定める基

準に適合するもの  

（ア） 一戸建ての住宅  

ａ 床面積の合計が２０

０平方メートル未満の

ものは、１件につき 

２０，０００円  

ｂ 床面積の合計が２０

０平方メートル以上の

ものは、１件につき 

２２，０００円  

（イ） 住宅用途を含む建築物

の住宅部分  

ａ 床面積の合計が３０

０平方メートル未満の

ものは、１件につき 

３８，０００円  

ｂ 床面積の合計が３０

０平方メートル以上５

００平方メートル以内

のものは、１件につき  

  ６６，０００円  

エ 略   

オ 略  

（６０）～（８２） 略  略 

物エネルギー

消費性能適合

性判定の申請 

ウ 略  

（５８） 略  略 

（５９） 建築物のエ

ネルギー消費

性能の向上に

関する法律第

３４条第１項

の規定に基づ

く建築物エネ

ルギー消費性

能向上計画の

認定の申請（

次号に規定す

る審査を除く

。） 

次に掲げる額を合算した額  

ア 略  

イ ア以外の場合で、建築物

エネルギー消費性能基準等

を定める省令第１０条第２

号イ及びロに定める基準に

適合するもの  

（ア）・（イ） 略  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 略  

エ 略  

（６０）～（８２） 略  略 
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備考                      

１～７ 略  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考                      

１～７ 略  


